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令和 2年度 新宮町地域づくり協議会議事概要 

１ 会議名  令和 2年度 新宮町地域づくり協議会 

２ 日 時  令和 3年 2月 8日（木）午後 2時 00 分～4時 00 分 

３ 会 場  新宮公民館 2階視聴覚室 

４ 出席者   

委 員  委員長 石川 泰 副委員長 髙橋厚徳 委員 新木博久 内田 正  

大西綾夫 小笠ます子 窪田道子 出水武美 香川ひろみ 

脇斗志也 栗岡君江  

     

   理事者  篠原市長 市民部長 建設課長 農林水産課長 農業振興課長  

学校教育課長 政策推進課長 保健推進課長 建築住宅課長  

防災まちづくり推進課長 総務調整課長 文化・スポーツ振興課長 

地域振興課長 

  

事務局  地域振興課 3名 

５ 欠席者 

   委 員  三鍋一俊 藤原清子 鈴木舞 由藤隆  

６ 傍聴者   なし 

協 議 事 項 等 

１ 会議次第 

   １ 開会 

   ２ 市長あいさつ 

３ 委員長、副委員長選任 

   ４ 議事  

（１）事前質問事項についての回答 

①県道・市道の整備について 

      ②側溝の清掃について 

      ③排水路の整備について 

      ④堀切トンネルの照明について 

⑤林道の整備について 

⑥鳥獣対策について 

⑦小中学校の登下校中の安全について 

⑧空き家対策について 

⑨公営住宅の弾力的運用について 

⑩避難所の整備について 

⑪防災行政無線について 
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⑫紅新宮「蛇紋岩」について 

（２）地域おこし協力隊の活動報告について 

（３）新宮診療所の診療体制について 

（４）新型コロナウイルス対策について 

（５）過疎地域自立促進計画の変更について 

   ５ 閉会 

       

２ 会議概要  

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委員長、副委員長選任 

４ 議事 

（１）事前質問項目についての回答 

〈各担当課より説明〉 

主な意見 

委 員 霧の森交湯館のトイレは使い勝手が悪い。トイレのドアが中押しになってい

る。スリッパをドアの外に設置できるようスノコやマット等の設置をお願い

したい。 

理事者 担当が観光交通課になるので後日対応をお知らせする。 

委 員 新宮上山地区中村（広瀬地区）国道 319 号線から市道杉谷・吉野瀬線の銅山 

    川に流れ込んでいる排水路は現地を見ていただいているが、通常は水量が少

ないが、台風等の災害時は水量が大変多くて危険である。令和 5 年度の完成

と聞いたができるだけ早くお願いしたい。  

委 員 旧寺内小学校プール跡地から木颪集会所まで道路の穴の補修をお願いした

が、補修方法は、穴だけを埋める補修となるのか。一定の区間をまとめて整備

し直すのか聞きたい。できれば全体的に整備してもらいたい。 

 理事者 当該地は、路面の損傷が激しいため、業者に発注して全体的に補修する予定に 

している。 

 委 員 池田から国道 32 号線を通り琴平に行ったが、12月にトンネルが完成し便利で

安全になった。国道 319 号線の新宮に続く道も拡幅やトンネルの整備をお願

いしたい。 

 理事者 国道 319 号線のトンネル（法皇トンネル）については、市からも要望を続けて

おり、今年度も県に要望済みである。新宮側の徳島県の大野地区も道路の拡幅

工事の要望をしている。引き続き快適な通行ができるように要望を続けてい

きたい。 

 委 員 木颪・谷野線は地滑りで令和 4年度まで通行できなくなっているが、軽自動 
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車だけでも通行できるようにならないか。 

 理事者 木颪と新宮中央線は、地滑りエリアになっている。道路改良というより地滑

りを止める工法がとられている。新宮中央線は、小規模で観光道路にもなっ

ており、通行に支障がないことから通行が可能となっている。木颪は大規模

地滑り地域になっており、道路にかかる地滑り工事のほか、県の大型地滑り

工事も予定しているため通行は控えていただいている。ただ工事や施工も進

んでいるようなのでできる限り対応したい。 

委 員 12 月に新宮の幼稚園へ鹿が飛び込んで、入口のドアのガラスを割ったり門を

痛めたりした。新宮では実際にこうしたことが起こっている。対策の検討をお

願いしたい。 

    公営住宅の利用者が減少しており、空いている公営住宅を有効利用できない

か。また、公営住宅を安全な場所へ建設するよう過疎地域促進計画に追加検討

願えないか。医師住宅は、新しいのに利用されていないのでもったいない。１

カ月の体験等で一般の方が入居できるようにならないか。 

理事者 新宮地区の公営住宅は、土砂災害区域に建設されている住宅が多数ある。今後

新たに建設するにしても制約が非常に多い。市内全体の優先順位もあるが、検

討していきたい。 

委 員 「紅新宮」は新宮鉱山で発掘されたのを覚えている。鉱山の中に人が来ると仕

事に支障がでるため採取禁止になった経緯がある。 

委 員 新宮町上山の応神橋という橋は、山と山の間を直角に架かっている。スクール

バスの通行に支障がある。橋の両サイドを広くして通り易くすることはでき

ないか検討してほしい。 

 理事者 現地を確認して対応方法を検討する。 

（２）令和 2年度地域おこし協力隊の活動報告について 

〈隊員 青木さんより説明〉 

‐ 質問なし ‐ 

（３）新宮診療所の診療体制について 

〈保健推進課より説明〉 

保健推進課 新宮診療所の内科医師が 3 月末で辞任することになった。宇摩医師会に協力

依頼した結果、HITO 病院から協力を受けることができるようになった。この

ほか愛媛県へき地医療保健病院から医師を派遣してもらい、できる限り診療

体制の維持を目指したい。診療日等は調整中である。 

委 員 薬局の職員が午後不在になっている。今後どうなるのか？ 

 理事者 薬局とは詳しい打ち合わせはできていないが、診療日が確定次第引き続き継

続して利用できるようにしたい。 

委 員 新宮診療所の入院用のベッドは何床あるのか？ 
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 理事者 入院は廃止になっており 0床である。 

（４）新型コロナウイルス対策について 

〈保健推進課より説明〉 

保健推進課 発熱等の症状がある方は、すぐ医療機関に行くのではなく、まず電話をして

もらうことが県の資料に強く書かれている。具体的な受診方法は、かかりつ

け医がいる場合はその病院に電話をする。かかりつけ医がいない場合は、受

診相談センターに電話をして紹介を受けてもらうようなる。あらかじめ県内

で発熱に対する診療・検査を行う医療機関が定められている。市内では 23医

療機関ある。この 23医療機関は患者が殺到する可能性があるので公表されて

いない。受診の際は、まず、抗原検査を行い、必要であれば PCR 検査を実施

することになる。その後、入院先は保健所にて選定される。 

委 員 ワクチン接種は、新宮診療所が利用されることになると思うが、早めにベッド

等の整備をお願いしたい。 

 理事者 コロナウイルスワクチンの接種について、現在分かっていることは、国の指示

のもと、都道府県の協力のうえ市町村により実施することになっている。原則

居住地の市町村で接種を行い、接種場所は、医療機関や市町村が設置した臨時

的な接種会場となっている。また、接種は本人の同意のもと行われるもので、

必ずしも全員が接種を受けなければならないものではない。今回の接種は優先

順位があり、最初は医療従事者で都道府県が調整して行う。その後の順番は高

齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から 64歳の方の後

それ以外の方となっている。国の方針が明確に決まっていない中、準備を進め

ているが、市内の接種場所等は、宇摩医師会と調整させていただくが、新宮診

療所も候補施設になる。 

理事者 新宮診療所の 2 階の病室は、接種計画で利用を決めさせていただくが、昨年

の太陽の家を一時避難の場所としても利用させていただいた。ある程度清掃

等も終わっていることから、今ある施設を有効に利用できる形で接種計画を

作っていきたい。 

委 員 高齢者は優先されるべきだが、クラスターになり易い場所は優先されるべき

だと思う。 

委 員 シトラスリボンを配布している。これは市内の高校生が作ったものである。コ

ロナウイルスの感染者に対する差別的発言は絶対に止めていただきたい。こ

のリボンを身に着けて差別をしない意思表示をお願いしたい。 

（５）過疎地域自立促進計画の変更について 

（地域振興課より説明） 

 理事者 現行の計画は、平成 28 年度から令和 2年度の 5カ年で計画されている。この 

計画の変更は、新宮小中学校では、ギガスクール構想に対応するために 1人 
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1 台の端末整備に取り組んでいる。しかし、情報通信環境において学校や各家 

    庭への引き込みが不十分であるため、新しい生活様式の移行において情報通

信環境がネックとなっている。高速で大容量の通信を可能とする光ファイバ

ーケーブルを整備する必要性がある。現状では光ファイバーケーブルを整備

しても、財政上有利である過疎債を活用できないために、光ファイバーケーブ

ル事業の項目を過疎計画に追加予定である。現行計画の変更は、計画全体に及

ぼす影響が大きいため議会の議決が必要となることから令和2年度の 12月議

会で議案を提出して変更の承認を受け、現在県を通じて国に提出している。 

    新計画の策定については、現計画の根拠となる法律、自立促進特別措置法が令

和 3年 3月 31 日に失効される予定となっている。新しく制定される新過疎法

のもとに新計画策定に取りかかる予定であったが、新過疎法の制定が、新型コ

ロナウイルスの影響で遅れており、新計画の策定が先送り状態となっている。

最新の情報では、現在開催中の通常国会で制定される見込みとなっている。今

後は、新過疎法が制定され次第関係各課の策定委員の協力を得ながら、地域づ

くり協議会の開催を通して委員の皆さんの意見を伺いながら新宮町の特色を

活かした新計画の策定に取り組んでいきたいと考えている。 

－ 質問なし ‐ 

 

～閉会～ 

        

 


